
北谷浄水場生成ペレット収集運搬業務委託（単価契約）契約書（案）

沖縄県公営企業管理者企業局長 ○○ ○（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）

とは、北谷浄水場硬度低減化施設から排出される生成ペレット（産業廃棄物の種類：汚泥）（以下、「生成

ペレット」という）の収集運搬業務について、次のとおり契約する。業務実施に当たっては、契約書に定

めるほか、別紙「仕様書」に基づくこととする。

第１条 業務の内容は、北谷浄水場硬度低減化施設から排出される生成ペレットを「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」等により適正に収集運搬する業務である。

第２条 乙の産業廃棄物収集運搬の許可に係る事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証す

るものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったとき

は、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出するものとする。

許 可 番 号 ：第○○○○○号

許可都道府県 ：沖縄県

許可の有効期限 ：令和○○年○○月○○日

事 業 の 範 囲 ：上記許可証に記載された範囲

第３条 この契約は、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成18年沖縄県条

例第56条）に規定する長期継続契約であり、契約期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

でとする。

１ 甲及び乙は、本契約に係る書面を契約終了後から５年間保存する。

第４条 生成ペレットの搬出はホッパーから直接トラックへバラ積みで積載し、積替保管は行わないもの

とする。なお、年間搬出量は、概ね945トンとする。

第５条 生成ペレットの収集運搬10トントラック一台あたりの単価は、別紙１のとおりとする。

第６条 生成ペレットの搬出に当たっては、甲の通知を受けた職員の立会いの下に搬出するものとする。

２ 搬出場所は北谷浄水場硬度低減化施設とし、運搬の最終目的地の所在地は下記のとおりとする。
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３ 生成ペレットの運搬に当たっては、受入先の職員と連絡調整の上、受入先の職員立会いの下に引渡す

ものとする。

４ 生成ペレットの引渡しは、産業廃棄物管理票で行わなければならない。

第７条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければな

らない。

ただし、乙が、この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

結をしたときは、契約保証金を免除する。この場合において、履行保証保険契約の締結後、直ちにその

保険証券を甲に寄託しなければならない。

第８条 業務の履行に当たっては、労働安全衛生法等の諸法令を遵守し、十分な安全対策を講じるととも

に、就業者に対しては常にこれを徹底させ、事故防止に万全を期さなければならない。



第９条 乙は、当月分の生成ペレットの数量及び回数について、甲から指定された様式により、翌月10日

までに業務完了報告書を作成し、甲に報告しなければならない。

第10条 収集運搬代金は、契約単価（別紙１）に当該収集運搬場所の運搬回数を乗じて得た額の合計に、

消費税及び地方消費税分を加算した額とし、１円未満の端数は切り捨てるものとする。

第11条 生成ペレットの収集運搬代金は、乙の請求書に基づき支払うものとする。

２ 乙は、第10条に規定する代金を原則として毎月当該月の末日までの運搬台数を計上した請求書を甲へ

送付する。甲は乙から適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に収集運搬代金を支払うものと

する。

３ 甲は、自己の責に帰すべき理由により支払いを遅延した場合は、前項の期間満了の翌日から支払日ま

での日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規

定に基づき定められた率により計算した遅延利息を乙に支払うものとする。

４ 前項の規定により計算した遅延利息の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。

第12条 乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

第13条 乙は、業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

第14条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上この契約の内容を変更し、又は生成ペレットの

搬出を中止させることができる。

第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に違反し沖縄県から行政処分等の指導を受け重大な過失が認

められるとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認

められるとき。

⑶ この契約の履行に関し、乙又は乙の代理人、使用人等に不正な行為があったとき。

⑷ 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店、

若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営

に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又

は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

２ 乙は、第１項の規定により契約を解除された場合においては、契約単価（別紙１）に当該収集運搬場

所の運搬予定回数をそれぞれ乗じた金額の合計金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定す



る期間内に甲に支払わなければならない。

３ 契約を解除した場合において、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だ完

了していないものがあるときは、甲と乙が協議の上、適正に処理をしなければならない。

第16条 業務の履行について損害（第三者に及ぼした損害を含む。）が発生した場合は、乙がその損害を

賠償しなければならない。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、

甲がこれを負担する。

２ 業務の履行に当たって、甲の施設内の機械設備等を破損した場合は、直ちに甲に連絡しその指示を仰

ぐとともに、破損箇所については、乙の負担で修復のうえ甲の検査を受けなければならない。

第17条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行規則第８条の４の２第１項第６号に定める事項のうち、該当する事項について乙に情報を提供する

こととする。また、情報に変更があった場合には書面で通知するものとする。

第18条 この契約書に定めのない事項又は業務履行に当たって疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定

めるものとする。

この契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

令和３年○月○日

甲 住 所 那覇市泉崎１丁目２番２号

名 称 沖縄県公営企業管理者

氏 名 企業局長 ○○○○ 印

乙 住 所

名 称

氏 名 印



別紙１（収集運搬業務費単価表） ＊下記単価は消費税抜きである。

10トントラック
搬 出 場 所 ～ 運搬の最終目的地

一台当たり単価（円）
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